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申請年月日 平成２６年１月１４日 （最終更新日：平成３０年３月２７日） №１３５ 

法 人 名 

代 表 者 名 

設 立 年 月 

特定非営利活動法人 インターンシッププラクティスジャパン 

北村 龍介（ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ） 

平成１７年３月３０日 

主たる事務所 

〒160-0022 

新宿区新宿２－７－３ ヴェラハイツ新宿御苑９０６号室 

電話：０３（６２３１）５０５８ FAX：０３（６２３１）５０６２ 

E-mail： ragon-2@space.ocn.ne.jp 

ＵＲＬ：  

 

目 的 

（定款の目的） 

 

(１)社会教育の推進を図る活動。 

(２)国際協力の活動 

(３)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。 

(４)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言

又は援助の活動。 

 

現在主に行って

いる活動内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

  ①インターンシップ推進事業 

   学生に教育の一環として実務を体験させ、自己実現の為の大事な要素である

就職のための知識・情報収集の場としての理解も促す。法人・機関には実務体

験の場の提供を求め、ますますの普及を図る。 

  ②社会教育の推進事業 

   インターンシップを通して得た情報・知識を講演、刊行物発行、研修会などを通

して広く社会に提供する。 

  ③職業能力の開発事業 

   インターンシップの事前・事後研修では職業人としての必要な情報・知識の提

供、実務体験においては環境変化への対応を指導し、職業能力の開発を行う。 

  ④雇用機会の拡大事業 

   様々な法人・団体との実務体験の結果、互いに認め合えれば雇用へと発展す

ることはありえることであり、インターンシップの機会拡大は雇用機会の拡大に

つながる。 

  ⑤国際協力事業 

   インターンシップはＥＵやアメリカなど一世紀以上の歴史を持つ国が数多くあり、

その国々への派遣とその国々からの招聘はより有効であることから世界をエリ

アと考えている。 

 

新宿区民を対象

とした活動内容 

（予定も含む） 

１) 新宿区内の大学生及び専門学生を対象にインターンシップの理念を深めて

もらうための活動として勉強会を開催し、更に提携先のホテル及び企業と

タイアップして社会生活に必要な最低限の社会人としての一般常識及び知

識の習得を支援することを目標とする。 

２) 新宿区の小・中・高等学校と連携して野外活動事業（キャンプ等）を展開
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し、自然との共生を学びながら、普段都会では経験のできない体験を提携

しているインターンシップを学んだ学生等と自然環境や温暖化について考

える機会を提供する。 

３) 発達障害支援団体と提携し、介護、医療等のインターンシップを学ぶ学生

と中心として、発達障害の子供達との共同生活を体験させ、集団生活の大

切さ及び協調性を学び、ボランティア精神の高揚、連帯性、そして友情や

絆を育ませる機会を提供する。 

 

活 動 地 域 
東京都新宿区、長野県安曇野市、大町市 

 

活 動 頻 度 
春、夏、冬休み、その他長期休暇 

 

事 業 費 

２８年度 

総事業費 （ ０円）① 

特定非営利活動費 （０円）② 

②／①＝（０）％ 

 

事業年度及びその

他の事業の有無 

４月１日～３月３１日まで 

その他の事業  有・無  

 

所轄庁への届出 

書提出状況 
平成２８年度 東京都へ届出 

活 動 分 野 2,11,17,19 

運 営 状 況 

① 会費 

なし 

② 会員の内容及び会員数 

正会員 １０ 人 

③ スタッフの構成 

理事長、理事、監事、社員 

④ 意思決定の方法 

理事会 

 

 

これからの課題 

 

 

 

 

 

NPOから区民の方への PR 

あすの将来を担う子供たちに、たくましい人材になってもらいたいと考えております。 

学生のインターンシップ活動にご支援、ご協力をお願いします。 

 


